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太田川水系減災対策協議会の経緯
〇平成27年9月関東・東北豪雨災害を契機に水防災意識社会再構築ビジョンが策定され「太田川水系大規模氾濫時の減災対策協議会」を平

成28年6月2日に設立した。

〇協議会では各機関の5ヵ年の取組方針を作成し、毎年進捗をフォローアップしてきた。その間、緊急行動計画（平成29年6月）や緊急行動計

画の改定（平成31年1月）等を踏まえ取組の見直しを行い、令和2年度には当初の目標期間（概ね5年）が経過した。

〇多くの取組項目が完了しているが、一部未完了の項目や今後も継続して実施すべき取組等が存在した。これまでの取組状況や水防災に係

る近年の動向等を踏まえて、 概ね5年（令和3～7年度）に実施する取組を新たに設定した。(令和4年6月改訂）

平成27年9月 関東・東北豪雨災害(鬼怒川の洪水氾濫）

平成27年12月 社会資本整備審議会答申
施設能力には限界があり、施設では防ぎきれない大洪水は必ず発生するものへと意識を変革し、社会全体で洪水氾濫に備える必要がある。

平成27年12月 水防災意識社会再構築ビジョン

平成28年6月1日 第1回 減災対策協議会「太田川水系大規模氾濫時の減災対策協議会」設立

太田川水系河川整備計画に位置づけられる事業の早期完成に向け事業推進を図りつつ、大規模水害に対し、地域別の氾濫特性

を踏まえたハード・ソフト対策を推進し、「逃げ遅れゼロ」「社会経済被害の最小化」を目指す。

１. 迫り来る危機を認識した的確な避難行動のための取組

２. 地域別の氾濫特性に応じた効果的な水防活動

３. 浸水を一日も早く解消するための排水対策

４. 洪水調節施設の効果的・効率的な運用

目標

取組方針

年度 回 会議開催日 議事概要
1 平成28年6月1日 太田川水系大規模減災対策協議会設立
2 平成28年11月9日 「水防災意識社会 再構築ビジョン」に基づく太田川流域の減災に係る取組方針　策定
1 平成29年5月29日 前年度のフォローアップ、各取組項目におけるスケジュール共有等

2 平成30年3月29日
規約改定、太田川流域の減災に係る取組方針改訂（１回目）、想定最大規模洪水浸水想定区域図公表により、広島市安芸
区、府中町参加、減災対策協議会を法定化、前年度のフォローアップ等

1 平成30年6月6日 規約改定、緊急行動計画への対応等、太田川流域の減災に係る取組方針改訂（2回目）、前年度のフォローアップ

2 平成31年2月4日 平成３０年７月豪雨災害の振り返り、太田川流域の減災に係る取組方針改訂（3回目）
令和元年 1 中止 会議当日大雨により開催中止。書面にて規約改定等委員に諮る。
令和２年 1 令和2年6月9日 規約改定、ダム部会設立（治水協定締結）、流域治水プロジェクト、太田川流域の減災に係る取組方針改訂（4回目）等
令和３年 1 令和3年6月8日 規約改定、取組方針5年間の総括、次の５年間（令和３年度~令和７年度）方針見直し、前年度のフォローアップ等
令和４年 1 令和4年6月10日 太田川流域の減災に係る取組方針改訂（5回目）、前年度のフォローアップ等

平成28年

平成29年

平成30年

減災対策協議会の経緯

緊急行動計画（平成29年6月20日）平成28年8月、台風10号等の一連の豪雨災害（中小河川の氾濫）を受け、水防法改正に基づく協議会の設置等

緊急行動計画の改定（平成31年1月29日）平成30年7月豪雨を受けて、水防災意識社会を再構築する取組を拡充
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①迫り来る危機を認識した的確な避難行動のための取組
■多様な防災行動を含むタイムラインの作成

2

○リアリティのある水防訓練の実施

【実施時期及び実施場所】

５月～７月 行政区ごとに実施

【実施内容】

• 土のう作成

• 積み土のう工法

• ビニールシート張り工法

• ロープ結索

• 応急手当、搬送訓練

• 安全管理研修 等

【実施機関】

区役所、消防署・消防団、自主防災会等

広島市



○マイタイムライン等の作成促進

①迫り来る危機を認識した的確な避難行動のための取組
■多様な防災行動を含むタイムラインの作成

3

わが家の避難シートの配布を行っている

広島市

わが家の避難シート



○出前講座等を活用した防災教育の推進

①迫り来る危機を認識した的確な避難行動のための取組
■防災教育や防災知識の普及

4

市職員による出前講座
（放課後児童クラブ）

地域の防災リーダーによる
出前講座(市内小学校）

〇令和４年度においては、管内の小学校や商業施設等にて、降雨体験機を使用した防災
に関する出前講座等を実施し、防災意識の向上を図った。

防災フェアにおける降雨体験等
（市内商業施設）

広島市



○自主防災組織の育成や活動支援、連携強化

①迫り来る危機を認識した的確な避難行動のための取組
■防災教育や防災知識の普及

5

地域の防災リーダー同士の事例発表・意見交換会、地域独自の取組紹介（地域の防災訓練等）、自
主防災組織や消防団等が連携した防災訓練（炊き出し訓練）を実施。

地域独自の取組紹介
（地域の防災訓練等）

地域の防災リーダー同士の
事例発表・意見交換会

自主防災組織や消防団等が連携した
防災訓練（炊き出し訓練）

広島市



○SNSを活用した防災情報の共有

①迫り来る危機を認識した的確な避難行動のための取組
■避難行動、水防活動等に資する基盤等の整備

〇府中町公式ＬＩＮＥを活用し、平常時は防災に係る情報だけでなく、府中町の情報を随時
情報発信し、避難情報発令時には、避難情報の発信を行っている。

平常時 洪水時
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府中町



①迫り来る危機を認識した的確な避難行動のための取組
■洪水浸水想定区域図に基づくハザードマップの作成・周知等
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府中町

• 防災講座等により、住民へ周知

• 令和５年度に総合防災マップ（ＷＥＢ）公開予定

〇指定緊急避難場所及び浸水時緊急退避施設の確保

○想定最大規模降雨における洪水浸水想定区域図に
基づくハザードマップの作成・周知

・指定緊急避難場所（検討中）
・浸水時緊急退避施設２５施設（継続中）
・出前講座等でハザードマップを活用しながら、住民へ周知

○想定最大規模降雨における洪水浸水想定区域図に
基づく避難情報の発令基準の見直し

避難情報発令基準見直し
→令和３年１０月に更新

○想定最大規模降雨における洪水浸水想定区域図に基づくハザードマップの作成・周知
○想定最大規模降雨における洪水浸水想定区域図に基づく避難情報の発令基準の見直し
〇指定緊急避難場所及び浸水時緊急退避施設の確保



○マイタイムライン等の作成促進

①迫り来る危機を認識した的確な避難行動のための取組
■多様な防災行動を含むタイムラインの作成

8

防災講座等で、マイタイムラインの周知を行っている

広島マイタイムラインを使用し周知

府中町



○自主防災組織の育成や活動支援、連携強化

①迫り来る危機を認識した的確な避難行動のための取組
■防災教育や防災知識の普及

9

出前講座や防災訓練・避難の呼びかけ体制の構築。

自主防災組織との取組事例ついて
～避難所ライフライン確保訓練～

大規模地震が発生したと想定し、参加し

た自主防災組織が主体となって避難行動

を行い、避難所における各ライフライン

初動対応訓練を行った。

訓練内容：「避難の呼びかけ訓練」

「避難所対応訓練」

「停電時対応訓練」

「断水時対応訓練」

府中町



②地域別の氾濫特性に応じた効果的な水防活動
■水防活動の効率化及び水防体制の強化
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○リアリティのある水防訓練の実施

改良積み土嚢の作成

府中町水防訓練

水防訓練（令和４年５月２４日）

訓練指導中

令和４年５月２４日（火）に水防訓練を実施した。

府中町消防本部の協力のもと、平成３０年７月豪雨災害で活動経験のある職員、採用３年目まで
の町職員に「改良積み土嚢工法」の作成や、「シート張り工法」の展示を行った。
訓練では、３つの班に分かれて、活動経験のある職員をリーダーとし、実践的な訓練を行った。

府中町



○SNSを活用した防災情報の共有

①迫り来る危機を認識した的確な避難行動のための取組
■避難行動、水防活動等に資する基盤等の整備

〇SNSを活用し、注意喚起や避難情報発令に関する情報発信等を行っている。

洪水に限定せず、大雨注意報の発表以降、気象情報、避難情報に関して情報を発信しています。
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安芸太田町



○自主防災組織の育成や活動支援、連携強化

①迫り来る危機を認識した的確な避難行動のための取組
■防災教育や防災知識の普及

連携強化の再構築に取組中（避難所開設準備依頼を直接代表者に連絡する等の情報提供）

安芸太田町

（これまで）
・避難情報発令時において、自治会長に対して地域避難所の開設を要請

（令和４年度より）
・自主防災組織代表者に対しても避難所開設の要請の連絡
・これまで情報共有が希薄だったため、プッシュ型で役員の交替等の情報交換

【令和５年度の予定】

広島県のご支援をいただきながら自主防災組織への支援や避難訓練実施の働きかけ、防災啓発に取り組むこと
を計画。
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①迫り来る危機を認識した的確な避難行動のための取組
■避難行動、水防活動等に資する基盤等の整備

○SNSを活用した防災情報の共有

広島県

13

Twitter等を活用し、平常時は防災意識向上に係る情報、洪水時は注意喚起や避難情報発令に関す
る情報発信等を行っている。



○マイタイムライン等の作成促進

①迫り来る危機を認識した的確な避難行動のための取組
■多様な防災行動を含むタイムラインの作成

14

SNSによる広報、小学校を対象にした出前講座による紹介及び作成補助を実施。

広島県

市町 実施実校数
（小学校）

延べ受講人数

広島市 28校 2,037名

安芸高田市 ６校 207名

江田島市 ２校 121名

府中町 ３校 377名

海田町 ４校 448名

熊野町 ４校 268名
坂町 ２校 138名

全県（参考） 149校 11,261名



○出前講座等を活用した防災教育の推進

①迫り来る危機を認識した的確な避難行動のための取組
■防災教育や防災知識の普及

15

活動名：「ひろしま防災出前講座」
（河川講座）

実施日：R4.7.11（火） 原小学校 HM演習
R4.9. 6（火） 海田西小学校

広島県



○自主防災組織の育成や活動支援、連携強化

①迫り来る危機を認識した的確な避難行動のための取組
■防災教育や防災知識の普及

16

自主防災組織役員や防災リーダー等を対象としたセミナーや災害図上訓練等を実施するとともに，
防災リーダーを対象とした研修会を実施する市町の支援を行っています。

広島県



①迫り来る危機を認識した的確な避難行動のための取組
■防災教育や防災知識の普及
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広島地方気象台

○防災気象情報の改善

令和4年度は以下の事項について実施

・線状降水帯予測情報提供開始
・キキクル「黒」の新設と「うす紫」と

「濃い紫」の統合
・大雨特別警報（浸水害）の指標の改善
・洪水に関する危険度情報の一体的発信

・「防災気象情報の伝え方に関する検討会」の提言を受けた防災気象情報の
改善及び提供



「線状降水帯」による大雨の可能性を半日程度前からお伝えします 令和４年
６月１日～

・線状降水帯による大雨の可能性をお伝え

・線状降水帯の雨域を表示

「○○地方では、線状降水帯が発生して大雨災害
発生の危険度が急激に高まる可能性があります。」
「線状降水帯が発生した場合は、局地的にさらに
雨量が増えるおそれがあります。」

①迫り来る危機を認識した的確な避難行動のための取組
■防災教育や防災知識の普及

広島地方気象台

○防災気象情報の改善
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質問１）キキクル「黒」が表示されていなければ災害は発生しないの？
⇒そうではありません。「黒」は、大雨による災害がすでに発生している可能性が高い状況であり、災害が発生する前にいつも出現するとは限りません。この
ため、「黒」を待つことなく、「紫」が出現した段階で、速やかに安全な場所に避難することが極めて重要です。

質問２）市町村から発令される避難情報とどう違うの？
⇒市町村から避難情報が発令された際には速やかに避難行動をとってください。一方で、多くの場合、防災気象情報は自治体が発令する避難指示等
よりも先に発表されます。このため、危険な場所からの避難が必要とされる警戒レベル４に相当する紫や高齢者等の避難が必要とされる警戒レベル３に
相当する赤色が出現した際には、避難指示等が発令されていなくても、自主的に避難の判断をすることが重要です。

警戒レベル４に相当するキキクル（危険度分布）は紫です

これまでの
キキクルの色 警戒レベル

濃い紫 ー

うす紫 ４相当

赤 ３相当

黄色 ２相当

白(水色) ー

キキクルの色 警戒レベル

黒
災害切迫 ５相当

紫
危険 ４相当

赤
警戒 ３相当

黄色
注意 ２相当

白(水色)
今後の情報等に留意

ー

これまでのキキクル

九州北部豪雨における赤谷川の被害状況
（平成29年7月7日国土地理院撮影）

特別警報基準値
超過を「黒」で表示

警戒レベル4
の「紫」と一致

キキクル「黒」の新設と「うす紫」と「濃い紫」の統合

①迫り来る危機を認識した的確な避難行動のための取組
■防災教育や防災知識の普及

広島地方気象台

○防災気象情報の改善
令和４年
６月30日～
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大雨特別警報（浸水害）の指標の改善

以下の①又は②を満たすと予想され、かつ、さらに雨が降り続くと予想される地域の中で、洪水キキクル又は浸水キキクルで５段階のうち
最大の危険度が出現している市町村等に発表。
① 長時間指標 48時間降水量及び土壌雨量指数において、50年に一度の値以上となった5km 格子が、ともに50格子以上まとまって出現。
② 短時間指標 3時間降水量及び土壌雨量指数において、50年に一度の値以上となった5km 格子が、ともに10格子以上まとまって出現。

（参考）改善前の大雨特別警報（浸水害）の発表条件

 大雨特別警報（浸水害）の対象地域を大幅に絞り込んだ発表が見込まれる。
 島しょ部など狭い地域への発表も可能となる。
 警戒レベル５相当の情報としての信頼度を高め、住民や自治体等の防災対応を強力に支援。

＜改善前の課題＞
大雨特別警報（浸水害）を発表したが多大な被害までは生じなかった事例が多くみられる（例：平成26年8月の三重県の
大雨事例、平成26年9月の北海道の大雨事例、平成29年7月の島根県の大雨事例）。
また、多大な被害が発生したにも関わらず、大雨特別警報（浸水害）の発表に至らなかった事例もみられる。

＜改善のポイント＞ 警戒レベル５相当の状況に一層適合させるよう、災害発生との
結びつきが強い「指数」を用いて大雨特別警報（浸水害）の新たな基準値を設定。

特別警報の
指標に用いる
基準値

大規模な浸水害を高い確度で適中させるよう指標、基準値を設定
中小河川氾濫に起因する大規模な浸水害を適中
させるように流域雨量指数の指標、基準値を設定

内水氾濫に起因する大規模な浸水害を適中させ
るように表面雨量指数の指標、基準値を設定

洪水キキクル「災害切迫」（黒）の判定に用いる。 浸水キキクル「災害切迫」（黒）の判定に用いる。

①迫り来る危機を認識した的確な避難行動のための取組
■防災教育や防災知識の普及

広島地方気象台

○防災気象情報の改善 令和４年
６月30日～
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※危険度はイメージ

洪水に関する危険度情報の一体的発信

自治体・住民が
それぞれの詳細なリスク情報を
洪水キキクルページ（気象庁HP）

でワンストップで確認可能に

「国管理河川の洪水の危険度分布※」
（水害リスクライン）

※大河川のきめ細かな越水・溢水の危険度を伝える

「洪水警報の危険度分布※」
（洪水キキクル）

※中小河川の洪水危険度を伝える

令和５年
2月16日
運用開始

①迫り来る危機を認識した的確な避難行動のための取組
■防災教育や防災知識の普及

広島地方気象台

○防災気象情報の改善

21



○SNSを活用した防災情報の共有

①迫り来る危機を認識した的確な避難行動のための取組
■避難行動、水防活動等に資する基盤等の整備

〇Twitterを活用し、平常時は防災意識向上に係る情報、災害発生時は被災状況を地図に
表した情報発信を行っている。

22

国土地理院



○マイタイムライン等の作成促進

①迫り来る危機を認識した的確な避難行動のための取組
■多様な防災行動を含むタイムラインの作成

23

地域の洪水リスク把握に役立つ地図、利用方法のSNS、Webによる広報の実施。

国土地理院

国土地理院ホームページによる自然災害伝承碑の活用事例紹介例国土地理院公式ツイッターでのハザードマップポータルサイトの紹介



①迫り来る危機を認識した的確な避難行動のための取組
■洪水氾濫を未然に防ぐ対策

 

   

現地盤 

T.P.+4.40m 計画高潮位 
T.P.+3.40m 

H16既往最高潮位 T.P.+2.96m 

 

計画堤防高 

 
T.P.+5.00～6.90m 

第 3 段階 

 第 2 段階 

 

第 1 段階 

 

第 4 段階 

 

平成29年3月現在

下流デルタ域においては、盛土施工後の圧密沈下を考慮し段階的な高潮堤防の整備を実施している
【整備メニュー】

堤防整備（高潮堤）

事業完了箇所

事業中箇所

事業未実施箇所

0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00

整備済

未整備
高
潮
堤
防
の
整
備
延
長

(km)

(9.40/9.40km)

進捗率 100%第2段階の整備率 実施と達成（令和４年度末時点）

中国地整

天満川右岸（-0.4k～-0.3k）

○堤防整備（浸透対策、パイピング対策、流下能力対策）
○高潮整備

天満川右岸（2.10k～2.60k）

第3段階の整備率

太田川左岸（-3.6k～-1.5k）

天満川右岸（-0.8k～0.4k）

令和４年１２月撮影

太田川

このパースは広島市提供のスポーツ広場整備イメージ（令和2年11月時点）を参
考に国土交通省にて作成したものです。

太田川左岸施工状況

（5.10／9.40km)

進捗率 54%
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○出前講座等を活用した防災教育の推進

①迫り来る危機を認識した的確な避難行動のための取組
■防災教育や防災知識の普及

25

安田女子大学防災イベント出前講座(観音小学校）

大雨・土砂災害に関する出前講座
（ジョイナス広島中筋）

洪水浸水想定区
域図とは？

可部学区防災訓練

マイタイムラ
インとは？？

〇令和４年度においては、管内の小学校や商業施設等にて、降雨体験機を使用した防災
に関する出前講座等を実施し、防災意識の向上を図った。

4年生対象に降雨体験機で大雨を体験。
積極的にたくさんの質問も頂きました。

防災フェス イン LECT

■出前講座実績

中国地整



○マイタイムライン等の作成促進

①迫り来る危機を認識した的確な避難行動のための取組
■多様な防災行動を含むタイムラインの作成

26

SNSによる広報、出前講座による紹介及び作成補助を実施。

中国地整



○水害リスクラインを活用した水位予測及び洪水予報等の情報発信

①迫り来る危機を認識した的確な避難行動のための取組
■防災教育や防災知識の普及

27

太田川水系を対象に上流から下流まで連続的に、地先毎の洪水危険度を把握・表示する「水害リスクライン」より、災害の切迫感
を分かり易く伝える取組を推進している。また、洪水予報等については、関係機関への発信等行っている。

中国地整

令和５年２月より

川の防災情報において洪水予報情報を提供



○マスメディアと連携した情報発信

①迫り来る危機を認識した的確な避難行動のための取組
■防災教育や防災知識の普及

28

中国地整

広島かわ知り こうじ君のなぜなぜ豆辞典

出典：RCC こうじ君のなぜなぜ豆辞典
https://iraw.rcc.jp/play/videos/605874

出典：NHK ひろしまWEB特集
https://www.nhk.or.jp/hiroshima/lreport/article/000/87/

各メディアと連携し、防災知識の普及に向けた情報発信を実施。



②地域別の氾濫特性に応じた効果的な水防活動
■水防活動の効率化および水防体制の強化

○水防管理者等への連絡体制の再確認と伝達訓練の実施

中国地整

＜中国地整＞
○風水害対策訓練
実 施 日：令和4年5月10日（火）
実 施 場 所 ：太田川河川事務所（5階災害対策室）
参 加 者：中国地方整備局、太田川河川事務所職員、その他機関
実 施 内 容：災害情報の収集・伝達の手段・方法・伝達系統等、災害対応に

必要な基本的事項を関係機関と連携し確認。

○備蓄水防資機材情報の共有及び非常時における相互支援方法の確認

＜広島県＞

備蓄水防資機材情報については，水防連絡会において情報共有。

非常時における相互支援については、「中国地方における災害時の支援に関する申し合わせ」により実施。
＜太田川河川事務所＞

令和4年6月2日（木）に開催した太田川水防連絡会で確認。
＜温井ダム管理所＞

毎年、出水期前に通警報説明会を実施。（関係機関と伝達手段や内容を
再確認する)

広島県、中国地整

太田川水防連絡会開催状況

29



＜安芸太田町＞ 実施日：令和4年6月8日（水）

参加機関：安芸太田町、安芸太田町消防団、広島市安佐北消防署安芸太田出張所、広島県西部建設事務所

実施内容：重要水防箇所や危険箇所、防災情報等の提供について合同で現地巡視及び資料提供・説明を実施。

②地域別の氾濫特性に応じた効果的な水防活動
■水防活動の効率化および水防体制の強化

広島市（関係区）、安芸太田町、中国地整

○太田川本川の重要水防箇所等洪水に対しリスクが高い区間について水防管理者等や地域住民が
参加する合同点検の実施

＜中区＞ 実施日：令和4年5月17日（火）

参加機関：中区役所、中消防署、中消防団、広島中央警察署、広島港湾・空港整備事務所、

広島県西部事務所、広島県広島港湾振興事務所、広島市下水道局

実施内容：水防危険箇所実態調査

＜西区＞ 実施日：令和4年5月27日（金）

参加機関：西区役所、西消防署、西消防団、西警察署、広島西部砂防廿日市出張所

実施内容：水防上重要な場所等の合同巡視

＜安佐北区＞ 実施日：令和4年6月6日（月）

参加機関：安佐北区役所、安佐北消防署、安佐北警察署

実施内容：重要水防箇所、危険箇所の合同点検

＜安佐南区＞ 実施日：令和4年6月7日（火）

参加機関：安佐南区役所、安佐南消防署、安佐南警察署

実施内容：安佐南区内の危険箇所・重要水防箇所の合同巡視

＜佐伯区＞ 実施日：令和4年6月10日（金）

参加機関：佐伯区役所、佐伯消防署、佐伯警察署

実施内容：重要水防箇所や危険箇所、防災情報等の提供について合同で現地巡視及・説明を実施。
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・出水期に備え、太田川の河川氾濫に伴う排水ポンプ要請にあたる机上訓練を実施した。
・排水訓練では、ホットラインの伝達から排水作業開始までの情報伝達の流れや連絡系統の確認を行った。

○排水計画に基づく排水訓練の実施

③浸水を一日も早く解消するための排水対策
■排水計画の作成及び排水訓練の実施

31

府中町、中国地整

訓練前日の確認状況

訓練で得られた教訓

・府中町域内にある広島市管理の排水区については、
広島市から河川事務所へ排水要請が行われるため、
府中町からは広島市へ排水状況の共有が必要。

・不測の場合に備えて、排水車の基地を事前に把握し
ておくとともに、事前の複数のルート選定が必要。

・府中町から太田川河川事務所への直接の要請の可
否や手続き、費用負担等の事前確認が必要。

・ホットラインが町長に繋がらない場合の、連絡系統の
確認が必要。

日時：令和５年４月２８日（金） １３：１０～１３：４０
場所：府中町、太田川河川事務所

訓練シナリオ
ホットライン実施状況
（太田川河川事務所）

太田川河川事務所

府中町

破堤を確認後、
府中町へ
ホットライン伝達

浸水発生状況等
の聞き取り

ホットライン受信後、

防災行政無線や広報
車両を使用し、住民
周知

府中町から太田川
河川事務所へポン
プ車要請



○樋門・樋管等の施設の確実な運用体制の確保

③浸水を一日も早く解消するための排水対策
■排水計画の作成及び排水訓練の実施

32

中国地整

・防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策に関する取り組みの一つとして、老朽化した小規模な樋門等の無動力化を実
施中であり、太田川水系において令和３年度に３施設の無動力化を完了。令和４年度は２施設の無動力化を施工中である。

・排水機場において施設の遠隔監視が出来るようなシステム改良を実施中であり、令和３年度には１施設で遠隔監視を可能とした。
令和４年度は１施設の遠隔監視化を実施中である。

・新たに樋門操作員になられた方々に、出水期前までに現地で施設操作を行う説明会を実施し、出水時の操作が確実に行えるよう
体制の確保を行っている。また、維持業者と災害協定業者を対象に排水ポンプ車の操作訓練を出水期前に実施している。

古市３号排水樋門

着手前 完了後

H25.7月撮影 R4.3月撮影

（戸坂排水機場）
排水機場のポンプ稼働状況、残燃料、内外水位、
吸込水槽・吐出水槽の水位、樋門開度等の情報
について、太田川河川事務所の災害対策室から
遠隔監視を可能にしました。

遠隔監視化の施工事例

操作説明会の実施状況

排水ポンプ車操作訓練の実施状況

無動力化（フラップゲート施工）の事例
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